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(57)【要約】
　【課題】　高温下での保存などによりスパイラル型流
体分離素子の全長が増大している場合でも、所定の圧力
容器内に所定本数のスパイラル型流体分離素子を無理な
く容易に装填できるようにする。さらに、圧力容器内に
不都合な隙間を生じることなく装填できるようにする。
　【解決手段】　集水孔を有する集水管３の周りに、分
離膜４、透過液流路材５および原液流路材６を含む膜ユ
ニット７が巻回され、その巻回された膜ユニットの外周
が外装体で覆われ、膜ユニット及び外装体の両端にそれ
ぞれ、環状部を有するテレスコープ防止板８が設けられ
てなるスパイラル型流体分離素子であって、その少なく
とも一端側のテレスコープ防止板の環状部の側面に、一
組以上の凹部８４と凸部８５とが設けられている。
【選択図】　図１



(2) JP 2009-148691 A 2009.7.9

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集水孔を有する集水管の周りに、分離膜、透過液流路材および原液流路材を含む膜ユニ
ットが巻回され、その巻回された膜ユニットの外周が外装体で覆われ、膜ユニット及び外
装体の両端にそれぞれ、環状部を有するテレスコープ防止板が設けられてなるスパイラル
型流体分離素子であって、その少なくとも一端側のテレスコープ防止板の環状部の側面に
、一組以上の凹部と凸部とが設けられていることを特徴とするスパイラル型流体分離素子
。
【請求項２】
凹部と凸部とが配されたテレスコープ防止板の環状部の側面同士を接合させてスパイラル
型流体分離素子を連接させる場合に、凸部が、対向する面の凹部と嵌合可能であることを
特徴とする請求項１に記載のスパイラル型流体分離素子。
【請求項３】
　テレスコープ防止板が外周環状部と内周環状部と放射状スポーク部とを有する構造であ
って、凹部と凸部とがテレスコープ防止板の外周環状部の側面に設けられていることを特
徴とする請求項１又は２に記載のスパイラル型流体分離素子。
【請求項４】
　凹部と凸部とが同一もしくは相似形状であり、かつ、凹部の断面積が凸部の断面積より
も広いことを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載のスパイラル型流体分離素子。
【請求項５】
　凹部と凸部とがテレスコープ防止板の環状部の側面に複数組以上配置され、テレスコー
プ防止板の中心から凹部までの距離と、凸部までの距離とが同一であり、かつ、隣接する
凹部と凹部との間の中心角度と、隣接する凸部と凸部との間の中心角度とが同一であるこ
とを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載のスパイラル型流体分離素子。
【請求項６】
　一端側のテレスコープ防止板が、外周環状部の側面に一組以上の凹部と凸部が配された
テレスコープ防止板であり、他端側のテレスコープ防止板が、外周環状部の側面が平面で
あるテレスコープ防止板であることを特徴とする、請求項１～５のいずれかに記載のスパ
イラル型流体分離素子。
【請求項７】
　テレスコープ防止板が、外周環状部と内周環状部と放射状スポーク部とを有する構造で
あって、テレスコープ防止板の外周環状部の側面に設けられた凸部が、他の部分の外周環
状部、内周環状部及び放射状スポーク部の側面よりも突出していることを特徴とする、請
求項１～６のいずれかに記載のスパイラル型流体分離素子。
【請求項８】
　集水孔を有する集水管の周りに、分離膜、透過液流路材および原液流路材を含む膜ユニ
ットが巻回され、その巻回された膜ユニットの両端にそれぞれ、環状部を有するテレスコ
ープ防止板が設けられてなるスパイラル型流体分離素子であって、一端側のテレスコープ
防止板の環状部の側面に複数の凸部が配され、かつ、他端側のテレスコープ防止板の環状
部の側面が平面もしくは複数の凹部を有する面であることを特徴とするスパイラル型流体
分離素子。
【請求項９】
　他端側のテレスコープ防止板の環状部の側面に複数の凹部が配され、かつ、凸部が配さ
れたテレスコープ防止板の環状部の側面と凹部が配されたテレスコープ防止板の環状部の
側面とを接合させてスパイラル型流体分離素子を連接させる場合に、凸部が、対向する面
の凹部と嵌合可能であることを特徴とする請求項８記載のスパイラル型流体分離素子。
【請求項１０】
　テレスコープ防止板の環状部の側面同士を接合させてスパイラル型流体分離素子を連接
させる場合に集水管内にコネクタを挿入して連接させるインナーコネクタ接続タイプであ
ることを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載のスパイラル型流体分離素子。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧力容器内に複数本を装填して使用される流体分離素子であって、逆浸透膜
、限外濾過膜、精密濾過膜などをスパイラル状に巻回して配設してなるスパイラル型流体
分離素子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、海水淡水化や、半導体分野における超純水用途、さらには、一般かん水用途や有
機物分離、廃水再利用などをはじめとする種々の用途において、膜による流体分離処理を
行ない、透過液を利用することが行われている。この膜による分離処理では、分離膜を用
いたスパイラル型流体分離素子が使用され、その使用が急速に増加してきている。
【０００３】
　スパイラル型流体分離素子を用いて実際に流体分離を行う際には、複数本のスパイラル
型流体分離素子を直列に接続し圧力容器内に装填して分離膜モジュールとして使用される
。分離膜の性能を効果的に発揮し、かつ分離膜面の汚れを防止するために必要な水量を分
離膜面上に流すために、４～８本のスパイラル型流体分離素子が圧力容器内に直列に収容
され使用されることが多い。
【０００４】
　スパイラル型流体分離素子は規格化が進んでおり、一般的に、全長１０１６ｍｍのもの
が多用されている。スパイラル型流体分離素子は、一般的に、集水管の周りに分離膜ユニ
ットを巻回され、その外周に繊維強化樹脂からなる外装体が形成され、巻回された膜ユニ
ットの両端にそれぞれテレスコープ防止板が設けられた構造をとられている。このように
、流体分離素子には樹脂材が多用されている。また、この流体分離素子は、常温（２５℃
付近の温度）において、全長が所定寸法となるように設計されて製造されている。
【０００５】
　このスパイラル型流体分離素子を圧力容器内に装填して分離膜モジュールを組み立てる
作業は、通常、膜分離処理が実施されるプラントで行われるので、その組み立て作業の環
境は、温度が３５℃以上のような高温となる場合も多い。このような高温環境下では、分
離素子を構成する樹脂材の熱膨張により全長が所定寸法よりも長くなってしまう。例えば
、全長の所定寸法が１０１６ｍｍである分離素子の場合、高温環境下で全長が０．１％増
加すると１本当たり１．０１６ｍｍ長くなるので、８本のスパイラル型流体分離素子を直
列に接続する場合には合計で８．１２８ｍｍの全長増加となる。
【０００６】
　そこで、この様にスパイラル型流体分離素子の全長が長くなった場合にも圧力容器内へ
の収納を可能とするために、圧力容器の内部の全長を、スパイラル型流体分離素子の所定
寸法の全長の合計よりも２０～２５ｍｍ程度長くしているものが多い。この様に複数本の
スパイラル型流体分離素子の合計全長よりも内部の全長を長くした圧力容器を使用した場
合には、高温環境下で組み立てする場合でも所定本数のスパイラル型流体分離素子を収納
することができるが、その反面、圧力容器内の側面端板とスパイラル型流体分離素子の間
に隙間が生じ易い。この隙間が残ったままの状態でスパイラル型流体分離素子に加圧され
た原液を供給し、膜分離処理を行うと、運転の起動および停機の際にスパイラル型流体分
離素子が圧力容器内で移動してしまい、集水管への原液混入を防止しているＯ－リングな
どの原液混入防止部材が破損され、透過液の水質の悪化を生じ易い。
【０００７】
　この様に流体分離素子が移動して原液混入防止部材が破損することを防止するために、
シムと呼ばれる隙間を埋める部品を挿入することが行われる。また、実開昭５９－１２７
７０５号公報（特許文献１）では、圧力容器外部からボルトを締め付けることで押圧部材
を押し込んで隙間をなくすことが提案されている。
【０００８】
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　しかし、圧力容器の内部の全長を長くすることや、隙間を埋める部品を挿入することや
、ボルト締め付け機構を設けることは圧力容器コストの増加につながるという問題がある
ため、コスト削減のために、内部における全長余裕を５～１０ｍｍ程度にした圧力容器が
使用される場合が多くなりつつある。この様な内全長余裕の少ない圧力容器を用いる場合
では、高温環境下での熱膨張で全長増加したスパイラル型流体分離素子を組込むとき、そ
の合計全長が、圧力容器の内全長よりも長くなってしまい、スパイラル型流体分離素子を
圧力容器内に装填できなくなる場合が生じる。スパイラル型流体分離素子の合計全長が長
いために圧力容器内への装填ができないトラブルが起きた場合には、流体分離素子の全長
を短くするために分離素子を切削加工して短尺化したり、圧力容器内の付属部品を切削加
工して短尺化すればよい。しかし、これら切削加工を行うためには、専用の工作機械が必
要であって、高額な切削加工費用と大幅な装填作業期間の延期が生じるので、実際に切削
加工することは困難である。
【０００９】
　また、特開２００６－２１２５１４号公報（特許文献２）には、スパイラル型流体分離
素子の複数本を直列に連接させて圧力容器内に配置した場合に、分離素子内の原水側通路
と分離素子外周の隙間との間を原水が流通可能とするために、分離素子のテレスコープ防
止板の外面に放射状の溝や孔を設けることが記載されている。別の態様として、分離素子
の両端のテレスコープ防止板に凸部を設けることも記載されている。しかし、テレスコー
プ防止板に溝や孔を設けた分離素子を用いても、分離素子の長さ寸法と圧力容器内の内部
全長との不適合による前述した問題を解消することは困難である。また、両端側のテレス
コープ防止板に凸部を設けた分離素子の場合、その凸部の先端が、対向するテレスコープ
防止板の凸部の先端と接触するか、あるいは、凸部のない面と接触するかによって、全長
を若干異ならせることも一応可能と考えられる。しかし、現実には、凸部の先端と凸部の
先端とが接触するような配置は不安定であるので、凸部の先端が凸部のない面と接触する
ように配置されることとなるから、この場合でも、前述した問題を解消することは困難で
ある。
【００１０】
【特許文献１】実開昭５９－１２７７０５号公報
【特許文献２】特開２００６－２１２５１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで、本発明は、所定長の圧力容器内にスパイラル型流体分離素子を装填して膜分離
モジュールを作製する際に、スパイラル型流体分離素子の全長が増大している場合でも、
流体分離素子や圧力容器付属部品の切削加工を行わずに圧力容器内に無理なく容易に装填
することができるスパイラル型流体分離素子を提供することを目的とする。さらに、スパ
イラル型流体分離素子を圧力容器内に装填して膜分離処理を実施した時でも圧力容器内で
の分離素子の移動を防止できるように、不都合な隙間なく装填できることを別の目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明のスパイラル型流体分離素子は、集水孔を有する集
水管の周りに、分離膜、透過液流路材および原液流路材を含む膜ユニットが巻回され、そ
の巻回された膜ユニットの外周が外装体で覆われ、膜ユニット及び外装体の両端にそれぞ
れ、環状部を有するテレスコープ防止板が設けられてなるスパイラル型流体分離素子であ
って、その少なくとも一端側のテレスコープ防止板の環状部の側面に、一組以上の凹部と
凸部とが設けられていることを特徴とするものである。
【００１３】
　また、凹部と凸部とが配されたテレスコープ防止板の環状部の側面同士を接合させてス
パイラル型流体分離素子を連接させる場合に、凸部が、相対する面の凹部と嵌合可能であ
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ることが好ましい。テレスコープ防止板が外周環状部と内周環状部と放射状スポーク部と
を有する構造であって、凹部と凸部とがテレスコープ防止板の外周環状部の側面に設けら
れていることが好ましい。
【００１４】
　凹部と凸部とが同一もしくは相似形状であり、かつ、凹部の断面積が凸部の断面積より
も広いことが好ましい。凹部と凸部とがテレスコープ防止板の環状部の側面に複数組以上
配置され、テレスコープ防止板の中心から凹部までの距離と、凸部までの距離とが同一で
あり、かつ、隣接する凹部と凹部との間の中心角度と、隣接する凸部と凸部との間の中心
角度とが同一であることが好ましい。
【００１５】
　一端側のテレスコープ防止板が、外周環状部の側面に一組以上の凹部と凸部が配された
テレスコープ防止板であり、他端側のテレスコープ防止板が、外周環状部の側面が平面で
あるテレスコープ防止板であることが好ましい。テレスコープ防止板が、外周環状部と内
周環状部と放射状スポーク部とを有する構造であって、テレスコープ防止板の外周環状部
の側面に設けられた凸部が、他の部分の外周環状部、内周環状部及び放射状スポーク部の
側面よりも突出していることが好ましい。
【００１６】
　集水孔を有する集水管の周りに、分離膜、透過液流路材および原液流路材を含む膜ユニ
ットが巻回され、その巻回された膜ユニットの両端にそれぞれ、環状部を有するテレスコ
ープ防止板が設けられてなるスパイラル型流体分離素子であって、一端側のテレスコープ
防止板の環状部の側面に複数の凸部が配され、かつ、他端側のテレスコープ防止板の環状
部の側面が平面もしくは複数の凹部を有する面であることが好ましい。
【００１７】
　他端側のテレスコープ防止板の環状部の側面に複数の凹部が配され、かつ、凸部が配さ
れたテレスコープ防止板の環状部の側面と凹部が配されたテレスコープ防止板の環状部の
側面とを接合させてスパイラル型流体分離素子を連接させる場合に、凸部が、対向する面
の凹部と嵌合可能であることが好ましい。テレスコープ防止板の環状部の側面同士を接合
させてスパイラル型流体分離素子を連接させる場合に集水管内にコネクタを挿入して連接
させるインナーコネクタ接続タイプであることが好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のスパイラル型流体分離素子は、テレスコープ防止板の環状部の側面に凹部と凸
部を有するので、スパイラル型流体分離素子の全長が増加し圧力容器内への装填ができな
くなった場合には、先に装填したスパイラル型流体分離素子のテレスコープ防止板の環状
部の側面の凹部、凸部に、次に装填するスパイラル型流体分離素子のテレスコープ防止板
の環状部の側面の凸部、凹部が嵌合されるような向きで挿入して配置することでスパイラ
ル型流体分離素子の合計全長を短くすることができる。
【００１９】
　また、片側のテレスコープ防止板に凸部が設けられ、他の片側のテレスコープ防止板に
凸部が設けられた場合には、凸部のあるテレスコープ板と凹部のあるテレスコープ防止板
とを、それら凸部と凹部とを嵌合させて連接することによって、スパイラル型流体分離素
子の合計全長を短くすることができる。
【００２０】
　このように、装填作業において、スパイラル型流体分離素子の全長調整を容易に行うこ
とができ、所定長の圧力容器内に所定本数のスパイラル型流体分離素子を装填でき、しか
も、不都合な隙間を生じることなく装填することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照しながら説明するが、本
発明はこれら図面に示す実施態様に限定されるものではない。
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【００２２】
　本発明のスパイラル型流体分離素子１は、図１の部分解体斜視図（外装体を外して部分
解体した斜視図）に示すように、集水孔２を有する集水管３の周りに、分離膜４、透過液
流路材５および原液流路材６を含む膜ユニット７が巻回され、その巻回された膜ユニット
７の両端部にそれぞれ、環状部を有するテレスコープ防止板８が配置されている。図１の
実施態様では、その少なくとも一端側のテレスコープ防止板８の外周環状部８３の側面に
、複数組（６組）の凹部８４と凸部８５とが設けられている。
【００２３】
　本発明のスパイラル型流体分離素子１は、スパイラル型流体分離素子の装填方向に限定
を持たせないために両端側にテレスコープ防止板８が配置されているが、そのテレスコー
プ防止板の環状部の側面の形状は、両端側で同じでもよいし、異なっていてもよい。例え
ば、次のような場合が例示される。
(1) 一端側のテレスコープ防止板も他端側のテレスコープ防止板も、環状部の側面に凹部
と凸部とが設けられている場合、
(2) 一端側のテレスコープ防止板の環状部の側面に凹部と凸部とが設けられていて、他端
側のテレスコープ防止板の環状部の側面が平面である場合、
(3) 一端側のテレスコープ防止板の環状部の側面に凹部と凸部とが設けられていて、他端
側のテレスコープ防止板の環状部の側面に凹部が設けられている場合、
【００２４】
　さらにまた、一端側のテレスコープ防止板の環状部の側面に凸部を設け、他端側のテレ
スコープ防止板の環状部の側面に凹部を設けることにしても、本発明の効果を奏すること
が可能である。
【００２５】
　本発明のスパイラル型流体分離素子（以下、単に分離素子という。）１は、図４、図６
、図８に示すように、複数本の分離素子１が圧力容器１２内に直列に配置、装填されて使
用されるが、その装填は、所定本数の分離素子の合計全長と圧力容器内の内部全長とが最
適長さ条件となるように、分離素子の向きを調整しつつ行えばよい。
【００２６】
　例えば、スパイラル型流体分離素子１の合計全長が圧力容器１２の内部の全長よりも長
い場合には、当接する位置にある２本の分離素子１のテレスコープ防止板８の外周環状部
８３の側面にある凸部８５を凹部８４に嵌合させるように分離素子１を装填することによ
って、分離素子の合計全長を嵌合された凸部の高さ分だけ短くすることができ、圧力容器
内への装填が可能となる。外周環状部８３の側面にある凹部８４と、対向する面の凸部８
５とを当接させ嵌合させるためには、少なくとも一端側のテレスコープ防止板に凹部と凸
部を設ければよい。この場合、凹部８４と凸部８５は一組以上であればよい。あるいは、
一端側のテレスコープ防止板に凸部を設け、他端側のテレスコープ防止板に凹部を設ける
ことでもよい。
【００２７】
　テレスコープ防止板８の外周環状部８３の側面部に設けられる凹部８４と凸部８５は、
凹部と凸部とが嵌合可能とするために同一もしくは相似形状を有していることが好ましい
。同一もしくは相似形状であれば、その形状は、円形、楕円型、四角型、多角形、星型、
鍵型など如何なる形状でも良い。図２（ａ）～（ｃ）に示すように、凹部８４と凸部８５
が外周環状部８３の全幅に渡っていてもよい。さらに、凹部８４と凸部８５とが嵌合可能
であるために、凹部８４の断面積は凸部８５の断面積よりも広いことが好ましく、例えば
、凹部８４の断面積が凸部８５の断面積の１．０３～１．３倍であることが好ましい。ま
た凸部の突出長さは、０．５～５ｍｍであることが好ましく、凹部の深さは凸部の突出長
さに対し、－１～＋１ｍｍの範囲内で有ることが好ましい。
【００２８】
　本発明の分離素子１に使用されるテレスコープ防止板８は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹
脂、耐熱性樹脂などの樹脂材により構成されればよい。このテレスコープ防止板８は、外



(7) JP 2009-148691 A 2009.7.9

10

20

30

40

50

周環状部と内周環状部と放射状スポーク部とを有する構造であることが好ましく、凸部や
凹部は、外周環状部の側面に設けられることが好ましい。圧力容器内に装填された分離素
子１内を原液が流れる場合には、原液流路材６で発生した流動抵抗によって圧力損失が生
じスラスト荷重が発生するので、テレスコープ防止板８の外周環状部８３の側面部の凸部
はこのスラスト荷重に耐えられることが必要である。その為、凸部はある程度以上の断面
積をもつことが必要である。一般的なテレスコープ防止板の場合、その大きさや材質を考
慮し、一つの凸部当たり０．１～５ｃｍ２の断面積とすることが好ましい。
【００２９】
　本発明におけるテレスコープ防止板８は、図２（ａ）に示すように、凹部８４への凸部
８５の嵌合を確実に行うために、複数組の凹部８４と凸部８５を外周環状部の側面に設け
ることが好ましい。さらにこれら複数の凹部８４に複数の凸部８５を無理なく嵌合させる
ために、隣接する凹部と凹部との間の中心角度と、隣接する凸部と凸部との間の中心角度
とが同一であることが好ましい。ここで、隣接する凹部と凹部との間の中心角度は、テレ
スコープ防止板８の中心Ｏから凹部８４への線と、中心Ｏから隣接する凹部８４への線と
の間に出来る中心角度α１である。また、隣接する凸部と凸部との間の中心角度は、テレ
スコープ防止板の中心Ｏから凸部８５への線と、中心Ｏから隣接する凸部８５への線との
間に出来る中心角度α２である。さらに、テレスコープ防止板８の中心Ｏから凹部８４ま
での距離Ｗ１と、中心Ｏから凸部８５までの距離Ｗ２とが同一であることも好ましい。上
記した中心角度α１とα２は、５～１８０度であることが好ましい。
【００３０】
　本発明の分離素子１は、高温雰囲気下に保管された場合では全長の増加を生じるが、常
温以下のような非高温雰囲気下では全長の増加は生じずに全長が所定寸法であるので、非
高温雰囲気下での複数本の合計全長は圧力容器の内全長よりも短くなっている。この場合
には、装填する際に凹部８４に凸部８５を嵌合させる必要はない。装填可能な長さである
にも関わらず、凹部８４に凸部８５を嵌合させてしまった場合には、分離素子と圧力容器
の長さ方向の隙間が大きくなり、圧力容器内部での分離素子の可動距離が長くなって、原
液混入防止部材１７の破損が起きやすくなる。従って、圧力容器内でこの様な不必要な隙
間が生じないように、必要な場合以外は、凹部と凸部とを嵌合させないようにする。不必
要な場合の嵌合を防止するために、図２及び図３に示すように、分離素子の一端側のテレ
スコープ防止板８を、外周環状部８３の側面に一組以上の凹部８４と凸部８５を有するも
の（図２）とし、他端側のテレスコープ防止板を外周環状部の側面が平面８６であるもの
（図３）とすることが好ましい。
【００３１】
　本発明の分離素子１は、どちらの向きに装填することも可能であるが、凸部と、対向す
る凹部との嵌合が生じない装填方向を、標準の装填方向として設定し、分離素子１に表示
しておくことが好ましい。この装填方向の表示では、分離素子の両端のテレスコープ防止
板のうち、圧力容器内で上流側となる方のテレスコープ防止板の外周にシール材が配置さ
れるようにする。
【００３２】
　例えば、凹部８４と凸部８５を持つテレスコープ防止板８と、平面１７を持つテレスコ
ープ防止板８６とがそれぞれ配置された分離素子の場合、先に装填した分離素子の凹部と
凸部をもつ面が、次に装填される分離素子の平面と当接するように配置される装填方向を
標準の装填方向とすればよい。このように標準の装填方向で装填されたとき、外周環状部
８３の側面の凸部８５がバランス良くスラスト荷重を分散して受け止めることができるよ
うに凸部の配置や大きさ等を設計する。スラスト荷重をバランス良く受け止めることがで
きなければ、局所的に過大な荷重を受ける凸部が発生し、その凸部やその他の部材が破損
する恐れが生じる。そのため、凸部８５は、テレスコープ防止板８の外周環状部８３の側
面に均一に分散して配置されていることが好ましく、その個数は、３個以上で有ることが
好ましい。また、凸部や凹部は、テレスコープ防止板の外周環状部の側面に設けることが
好ましいが、内周環状部の側面に補助的に設けてもよい。
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【００３３】
　圧力容器内に所定本数の分離素子を装填する時において、分離素子の合計全長が所定寸
法よりも長くなっていて、圧力容器内に装填出来ない場合には、装填方向を逆転させた分
離素子１を装填し、次に、正方向のスパイラル型流体分離素子１を装填することで、凹部
８４と凸部８５を持つテレスコープ防止板８同士を当接させ、または、凹部をもつテレス
コープ防止板と凸部をもつテレスコープ防止板とを当接させ、凹部８４と凸部８５とを嵌
合させ、分離素子の合計全長を短くする。
【００３４】
　その他、分離素子１の両端部の内の少なくとも一端側のテレスコープ防止板８の環状部
８３の側面に凸部と凹部とを設ける場合において、形状が異なる二組以上の凹部と凸部を
設けること（図５）でもよいし、また、隣接する凹部の中心角度が順次、α１、α３であ
るように凹部の配置が等間隔ではないようにし、それに対向するように等間隔でない位置
に凸部が設置されていること（図７）でもよい。このように均一でない大きさや配置をし
た場合には、凹部と凸部との嵌合に特定の組み合わせと確認が必要となり、不要な場合の
嵌合を防止し易くなる。
【００３５】
　圧力容器内に分離素子を装填する際において、先に装填した分離素子間のテレスコープ
防止板の凸部や凹部と、次に装填する分離素子のテレスコープ防止板の凹部や凸部とが嵌
合できるようにするためには、それら凸部、凹部以外の面での当接を阻害するような突出
がないようにする。即ち、テレスコープ防止板の内周環状部の内側には集水管３が配置さ
れているが、テレスコープ防止板における凸部と凹部とを当接させた際に嵌合できるよう
にするためには、集水管３の先端が、凸部や凹部以外の平面と同位置もしくは内側に位置
することが好ましい。
【００３６】
　本発明の分離素子１は、図８に示すように圧力容器１２内に装填されて使用されるが、
１本の圧力容器内に通常４～８本の分離素子が直列に配置して装填される。１本の分離素
子１のテレスコープ防止板８の外周環状部８３の側面にある凹部８４に、隣接する分離素
子１のテレスコープ防止板８の外周環状部８３の側面にある凸部８５を嵌合させる場合、
凸部８５の突出長さＬ１分だけ合計全長を短くすることができる。
【００３７】
　例えば、一端側が凸部と凹部のあるテレスコープ防止板、他端側が平面のテレスコープ
防止板である分離素子の複数本（ｎ＋１本）を装填する場合において、その装填方向の組
み合わせにより、テレスコープ防止板同士を、平面同士で、若しくは、凹部８４と凸部８
５の当接嵌合で接続させるようにした場合、合計Ｌ１×ｎ分の長さを短くすることができ
る。
【００３８】
　そして、例えば、装填される複数本の分離素子１の合計全長Ｌ２が圧力容器１２の内部
全長Ｌ３よりも長く、その長さが凸部８５の突出長さＬ１よりも長い場合には、ｎ＞（Ｌ
２－Ｌ３）／Ｌ１により算出されるｎの数が、テレスコープ防止板同士を、平面同士で、
若しくは、凹部８４と凸部８５の当接嵌合で接続させることが必要となる接続箇所の数で
ある。従って、装填しようとする分離素子の合計全長を、装填する前に計測しておけば、
最適な装填方向を作業前に設定するができる。圧力容器内に分離素子を装填する際に、凹
部８４と凸部８５とを嵌合させて接続させる箇所が複数カ所ある場合には、凹部８４と凸
部８５との嵌合が無理なく容易に行われることが好ましく、その為には凹部８４と凸部８
５を有するテレスコープ防止板８同士が当接する様に挿入する際、対向する凹部と凸部が
、挿入方向と同一の直線上になるような向き、配置でもって挿入して装填することが好ま
しい。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明のスパイラル型流体分離素子によれば、高温下での保存などによりスパイラル型
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流体分離素子の全長が増大している場合でも、所定の圧力容器内に、所定本数のスパイラ
ル型流体分離素子を無理なく容易に装填することができる。さらに、圧力容器内に不都合
な隙間が生じることなく装填できるので、膜分離処理を実施する時でも圧力容器内でのス
パイラル型流体分離素子の移動を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明のスパイラル型流体分離素子の一実施態様を示す部分解体斜視図である。
【図２】図１のスパイラル型流体分離素子における一端側のテレスコープ防止板を拡大し
て示す図であり、（ａ）は、スパイラル型流体分離素子の左側面図、（ｂ）は、そのＩ－
Ｉ断面図、（ｃ）は、そのＩＩ－ＩＩ断面図である。
【図３】図１のスパイラル型流体分離素子における他端側のテレスコープ防止板を拡大し
て示す図であって、スパイラル型流体分離素子の右側面図である。
【図４】図１のスパイラル型流体分離素子の複数本を圧力容器内に装填した状態を例示す
る部分縦断面図である。
【図５】本発明のスパイラル型流体分離素子の別の一実施態様を示す図である。（ａ）は
、スパイラル型流体分離素子の左側面図であって、テレスコープ防止板を示す。（ｂ）は
、そのＩ－Ｉ断面を示す部分断面図である。
【図６】図５のスパイラル型流体分離素子を圧力容器内に装填した状態を例示する部分縦
断面図である。
【図７】本発明のスパイラル型流体分離素子の別の一実施態様を示す左側面図、右側面図
であり、（ａ）、（ｂ）はそれぞれ、一端側、他端側のテレスコープ防止板を示す。
【図８】図７のスパイラル型流体分離素子の複数本を圧力容器内に直列に装填した状態を
例示する部分縦断面図である。
【符号の説明】
【００４１】
１　スパイラル型流体分離素子
２　集水孔
３　集水管
４　分離膜
５　透過液流路材
６　原液流路材
７　膜ユニット
８　テレスコープ防止板
８１　内周環状部
８２　放射状スポーク部
８３　外周環状部
８４　凹部
８５　凸部
８６　平面
９　外装体
１２　圧力容器
１３　インナーコネクター
１４　シール材
Ｏ　テレスコープ防止板の中心
１７　原液混入防止部材
α１　テレスコープ防止板における隣接する凹部と凹部との間の中心角度
α２　テレスコープ防止板における隣接する凸部と凸部との間の中心角度
Ｗ１　テレスコープ防止板の中心Ｏから凹部までの距離
Ｗ２　テレスコープ防止板の中心Ｏから凸部までの距離
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